
第４号議案 

 

2017年度事業計画 

 

【活動方針】 

１．ホームページを活用して情報発信を行う。 

２．地域全体の支援向上の取組みとして、実践的な研修体系の整備をおこな

う。  

３．道北圏の中心的な役割としての機能強化を図り、関連事業所及び施設へ 

広く情報の発信を行う。 

 

【事業内容】 

 １．定期総会の開催 

   旭川地域児童デイサービス等連絡協議会定期総会 

      日時：2017 年 4月 16日（日） 12時 30分～14時 30分 

会場：旭川市障害者福祉センターおぴった 会議室１ 

 

 ２．研修会の開催 

  ① 旭川地域児童デイサービス等連絡協議会研修会 

      日時：2017 年 4月 16日（日） 15時～17時 

会場：旭川市障害者福祉センターおぴった 会議室１ 

        内容：「虐待防止に必要な視点と実践」 

         講師：サポートナビ保育園 園長  山形 千都子 氏 

            児童発達支援・放課後等デイサービス ぷかぷか 

                                            代表  齋藤 厚 氏 

   

   事業所活動紹介 
       ・児童発達支援・放課後等デイサービス つばさ 

              ・児童発達支援・放課後等デイサービス ぷりずむ  

 

  ② 職員研修会  ※第４号議案別紙参照 

    ・日程：6月 23日（金）～24日（土） 

         講師：安達 潤教授（旭児連顧問） 

 

【研修会構成・カリキュラムについて】 

 研修名称 対象 目的（内容）  

旭児連研修会 
加盟施設 

全職員 

・各事業所の取組みを知る 
（事業所発表、加盟施設が講師となって遊びや虐待防止・ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄな
どを実施） 

・必要に応じて行政説明など 

4月 

定期総会後 

 

研修名称 対象者 目的 手法 開催時期 

①基礎研修 入社 ・障害を社会モデルで捉える ①講義 6月 



１～２年目 ・特性が脳の機能障害であり、目に見

える行動はその結果であるとの理解 

・支援する際に留意する言葉がけを日

常の支援場面に連動して振り返る 

・障害児福祉の歴史と施策を学ぶ 

②G ﾜｰｸ 

（3時間） 

23・24日 

②スキルアップ研修 ３年以上 

・児童発達支援事業、放課後等デイ

サービスの役割理解 

※ＣＤＳ版「発達支援の指針」 

①講義 

②ｹｰｽ検討

G ﾜｰｸ 

（3時間） 

③実務研修 児発管 

・エンパワメント、ストレングス視点の

確認 

・サービス等利用計画と個別支援計

画の関係性の理解 

・演習（個別支援計画の作成） 

①講義 

②演習 

（10時間） 

④経営者・施設長研修 
経営者 

管理者 

・国の動向 

・法律、制度の理解 

・地域の現状、課題の共有 

・経営視点など 

 10∼11月 

③の内容については、開催までの顧問の安達教授と整理を行、当日は講師をお願
いしています。 
④は、時事の状況に応じて外部講師を招き企画する。 

 

 

  ③施設長研修会 

    ・日程：１０月～１１月予定 

 

  ④施設見学研修 

   （目的）事業所間の繋がりをより深め、ノウハウや子どもの実態共有を

気軽に行えるきっかけとして、施設見学研修を企画しています。 

       これに限らず会員間で見学など自由に交流してください。 

   （予定施設）３ヶ所程度 

   （予定時期） ５月～１１月 

 

  ３．運営委員会の開催 

    年１回実施（必要がある場合には複数回実施） 

 

  ４．役員会の開催 

    年数回、研修会等の打ち合わせで実施予定（昨年度７回） 

 

  ５．受け入れ空き状況表の作成（毎月） 

    毎月２５日～翌月５日までに事業所の空き状況を事務局にメールで 

    報告をしていただき、ホームページに掲載します。 

 

   



  ６．就学児相談説明会の開催 

    平成３０年度小学校に就学する子どもの保護者を対象とした就学相談 

    に関する説明会を開催します。（７月中旬） 

 

  ７．旭児連だよりの発行   年２回 

 


